
令和 7年 4月 17日 

報道関係者各位 

橿原市役所 環境部 環境政策課 

 

橿原市と市内廃棄物処理業者との災害廃棄物等の 
処理に関する基本協定の締結について 

 

橿原市では、平成２４年２月に「橿原市災害廃棄物処理計画」を策定し、地震や風水害等の災

害時に備えて災害廃棄物の適切かつ円滑な処理体制の整備を進めています。 

この度、災害廃棄物処理に係る民間事業者との連携・協力の強化を図るため、災害廃棄物等の

処理に関する基本協定を締結します。 

 

記 

 

 １．日 時    

令和 7年 4月 22日（火） 13時 30分から（30分程度） 

    ※上記時間内で質疑応答時間を設けています。 

 

２．場 所    

橿原市役所 本庁舎 東棟２階 市長室 

  

３．出席者    

株式会社 NANBU 代表取締役 岩本 静 

株式会社 かしはら環境  代表取締役 川島 和代子 

株式会社 富士環境開発 代表取締役 山田 勝康 

橿原市長  亀田 忠彦 

 

４．協定の概要 

橿原市域において、地震・風水害等の災害や不測の事態により生じた災害廃棄物等を円滑

に処理するため、市内廃棄物処理業者と以下事項について連携・協力体制を構築するもの。 

 ＜協定内容＞ 

・災害廃棄物等の撤去、積込作業に関すること。 

・災害廃棄物等の収集運搬に関すること。 

・災害廃棄物等の処分に関すること。 等 

橿原市 プレスリリース 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

橿原市・環境部 環境政策課 

橿原市八木町 1-1-18 

TEL:0744-47-3511（直通） 

担当:西村・安藤・梶井 


